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立地適正化計画とは？ 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第８１条第１項に基づき策定する計画であり、人口減少や少子高齢化

が進む中でも、都市全体の都市機能や居住の誘導、公共交通の充実を図ることにより、将来にわたり持続可能な都

市づくりを実現するための計画です。 

立地適正化計画において 
居住誘導区域と都市機能誘導区域を設定し

施策・方針を位置付ける範囲 

（市街化区域） 

都市計画マスタープランに 

おいて方針を位置付ける範囲 

（都市計画区域） 

計画の位置付け 

立地適正化計画は、「那覇広域都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針（都市計画区域マスタープラン）」と、本

市が定めた「第五次浦添市総合計画」に即

して定めた計画で、都市計画マスタープラン

の高度化版となるものです。計画に定める

事項については、本市が定める分野別の各

種関連計画との整合・連携を図り策定しま

す。 

計画の対象範囲 

都市再生特別措置法第８１条第１項において、立地適正化計画の範囲は都市計画区域内と位置付けられていま

す。さらに、都市再生特別措置法第８１条第１９項により、都市機能誘導区域や居住誘導区域といった明確な区域を

設定し、具体的な施策や方針を位置付けることができるのは市街化区域内となっています。 

01 立地適正化計画の概要

計画への記載事項 

①立地適正化計画の区域

②立地適正化計画に関する基本的な方針

③居住誘導区域

④都市機能誘導区域

⑤誘導施設

⑥誘導施策

⑦防災指針

⑧目標値の設定・評価方法
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：居住誘導区域の設定を検討する 

：都市機能誘導区域の設定を検討する 

（商業ゾーンについては、軸上に位置付けられているゾーンのみを対象とする） 

02 まちづくりの基本的方針 

都市づくりの誘導方針（ストーリー） 

立地適正化計画は、都市計画マスタープランの高度化版とされているため、都市計画マスタープランにて示され

ている都市づくりの目標の具現化を図り、将来にわたり持続可能な都市の形成を目指していくものとします。 

誘導方針 都市づくりの目標 

 

浦添都市軸の形成 

モノレール駅の 
拠点性強化 

公共交通ネットワーク

の強化 

誰もが安全安心に 

暮らせる良好な 
住環境の形成 

自然と共生する 
水とみどりの 

まちづくりの推進 

立地の適正化に 
向けた課題 

＜誘導方針１-１＞中心拠点周辺への都市機能の誘導 
＜誘導方針１-２＞広域拠点周辺への都市機能の誘導 
＜誘導方針１-3＞地域生活拠点周辺への都市機能の誘導 
＜誘導方針１-4＞都市軸への都市機能の誘導 

都市機能誘導の 

視点 

居住誘導の視点 
＜誘導方針２-１＞緩やかな居住の誘導 
＜誘導方針２-２＞良好でゆとりある新たな住環境の形成 
＜誘導方針２-3＞誰もが住みたくなる住環境の形成 

公共交通の視点 

＜誘導方針３-1＞広域幹線公共交通及び地域内幹線公共交
通の強化 

＜誘導方針３-２＞交通結節点の機能強化 
<誘導方針３-３>暮らしを支える公共交通の充実 

防災・減災 

の視点 

＜誘導方針４-１＞災害危険性の低いエリアへの居住の誘導 
＜誘導方針４-２＞安全な居住を実現するための浸水に対す

る災害対策 

本計画では、浦添市都市計画マスタープ

ランにおける将来都市構造及び本計画の

誘導方針の実現を目指し、都市機能誘導

や居住誘導により、土地利用方針等の具体

化を図っていきます。 

目指すべき都市の骨格構造 
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03 居住誘導区域

居住誘導区域検討の流れ 

居住誘導区域の設定にあたっては、国が示す考え方等を踏まえ、以下の流れで検討を行います。 

「居住誘導に適すると考えられる区域」から 

「居住誘導に適さないと考えられる区域」を除いた箇所 

居住誘導区域の設定 

居住誘導区域の検討にあたってベースとする範囲 
①市街化区域の範囲内

居住誘導に適すると考えられる区域 
②-１ モノレール駅やバス停から歩いて移動できる一定の範囲

１）モノレール駅からの徒歩圏５００ｍの範囲
2）バス停からの徒歩圏２００ｍの範囲

②-２ 現状において一定の人口密度・人口規模を有している区域
１）令和２年（２０２０年）ＤＩＤ区域

②-３ 公共交通や医療、福祉、商業が揃う生活利便性が高い市街地
１）下記全ての徒歩圏域が重なる範囲
 モノレール駅から８００ｍもしくは１日片道３０本以上のバス停から３００ｍ
 高齢者福祉施設から１，０００ｍ
 医療施設・商業施設から８００ｍ

②-４ 基盤整備がなされたエリア
１）土地区画整理事業区域（施行中含む）

居住誘導に適さないと考えられる区域 
③-１ 災害リスクの高い区域

１）災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーンのため区域から除外）

2）土砂災害警戒区域、高潮及び津波浸水想定区域（3.0ｍ以上）
（イエローゾーンの中でも、土砂災害警戒区域、高潮及び津波浸水想定区域（3.0ｍ以上）は
区域から除外し、その他のイエローゾーンについては、別途防災指針で対策を講じる）

③-2 まとまったみどりの保全を図るエリア
１）都市計画公園（1ha 以上）
２）都市計画緑地
※ティーダヌファみどり計画にて位置づけている「みどりの保全を図る区域」は、今後、都市計画決定や事業等

が具体化した際に「居住誘導に適さないと考えられる区域」としての位置付けを検討する。

③-３ 住居系以外の地区計画が定められているエリア
1）西海岸埋立地区地区計画

③-4 工業系土地利用がなされているエリア
１）準工業地域のうち、住居系以外の工業系の土地利用がなされているエリア
２）工業地域
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03 居住誘導区域

居住誘導区域 

居住誘導に 

適すると 

考えられる区域 

居住誘導に 

適さないと 

考えられる区域 

居住誘導区域 － ＝ 

地形地物や用途地域界、区域全体の形状、一体的な土地利用を行うべき箇所等を考慮して細部の調整を行い、

居住誘導区域として設定します。 
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  04 都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域検討の流れ 

都市機能誘導区域の設定にあたっては、国が示す考え方等を踏まえ、以下の流れで検討を行います。 

「都市機能誘導に適すると考えられる区域」から 
「都市機能誘導に適さないと考えられる区域」を除いた箇所 

都市機能誘導に適すると考えられる区域 
①-１ 目指すべき都市構造にて都市機能の誘導を図る拠点周辺 

・都市計画マスタープランの将来都市構造図における中心拠点、広域拠点、地域生活拠点を対
象に都市機能誘導区域を設定する。 

・なお、区域の設定を検討する範囲については、下表のとおりである。 

【都市機能誘導区域の設定を検討する範囲】 
拠点 場所 検討範囲 考え方 

中心拠点 
浦添市役所前 

バス停 

将来都市構造における 

中心拠点の範囲 

本市の中心地であることから市全域からの利用を見据え、都市機

能を重点的に配置するため一般的な徒歩圏（８００ｍ）を考慮した

上で、将来都市構造における中心拠点の範囲にて区域を設定する。 

広域拠点 各モノレール駅 半径５００ｍ 

拠点周辺に住む人々の生活利便性の向上を図る観点から、５００ｍ

の範囲で区域を設定する。 

５００ｍの範囲は高齢者の一般的な徒歩圏であることから、今後の

高齢者社会への対応を見据えた区域設定とする。 

地域生活 

拠点 

牧港バス停 

半径２００ｍ 
各種都市機能の利用者の利便性向上や機能の維持を図る観点等

から、200ｍの範囲で区域を設定する。 

学園通り交差点 

小湾バス停 

総領事館前バス停 

経塚バス停 

①-２ 市民の生活環境を考慮し、目指すべき都市構造の軸上に「商業ゾーン」として位
置付けられている道路沿道 

都市機能誘導に適さないと考えられる区域 
②-１ 災害リスクの高い区域 
  １）災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域 

（レッドゾーンのため区域から除外） 
2）土砂災害警戒区域、高潮及び津波の浸水想定区域（3.0ｍ以上） 

（イエローゾーンの中でも、土砂災害警戒区域、高潮及び津波浸水想定区域（3.0ｍ以上）は
区域から除外し、その他のイエローゾーンについては、別途防災指針で対策を講じる） 

②-2 工業系土地利用がなされているエリア 
１）準工業地域のうち、住居系以外の工業系の土地利用がなされている 
2）工業地域 

②-3 第一種・第二種低層住居専用地域を指定している範囲 

都市機能誘導区域の設定 
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  04 都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域 

都市機能誘導に 

適さないと 

考えられる区域 

＝ 
都市機能誘導に 

適すると 

考えられる区域 
－ 都市機能誘導区域 

地形地物や用途地域界、区域全体の形状、その他都市機能が集積している箇所、一体的な土地利用を行うべき

箇所等を考慮して細部の調整を行い、都市機能誘導区域として設定します。 
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拠点及び 
ゾーン 

維持型 
（既に立地している誘導施設） 

誘導型 
（今後誘導を図る誘導施設） 

中心拠点 

・行政機能（市役所） 

・子育て機能（こども家庭センター） 

・商業機能（スーパーマーケット） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

・文化・交流機能（図書館、美術館、文化施

設、スポーツ施設） 

・医療機能（一般病院） 

広
域
拠
点 

てだこ 
浦西駅 

・商業機能（スーパーマーケット） 

・医療機能（一般病院） 
・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

浦添 
前田駅 ・商業機能（スーパーマーケット） 

・医療機能（一般病院） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

・文化・交流機能（文化施設） 

経塚駅 
・商業機能（スーパーマーケット） 

・医療機能（一般病院、一般診療所） 
・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

地
域
生
活
拠
点 

牧港 
バス停 ・商業機能（スーパーマーケット） ・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

学園通り 
交差点 

・商業機能（スーパーマーケット） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 
- 

小湾 
バス停 

・商業機能（スーパーマーケット） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 
- 

総領事館前 
バス停 

・商業機能（大規模小売店舗、スーパーマーケ

ット） 

・医療機能（一般診療所） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

- 

経塚 
バス停 

・商業機能（大規模小売店舗、スーパーマーケ

ット） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

- 

商
業
ゾ
ー
ン 

国道５８号 
等沿線 

・商業機能（大規模小売店舗、スーパーマーケ

ット） 

・医療機能（一般病院、一般診療所） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 

- 

パイプライン 
線等沿線 

・商業機能（スーパーマーケット） 

・金融機能（銀行、郵便局、その他金融機関） 
- 

 

05 誘導施設の設定 

現状の立地状況や各拠点及びゾーンに求められる機能、今後の望ましい立地の考え方を踏まえ、下表のとおり誘

導施設を設定します。 

誘導施設の設定 
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前述の「誘導方針」を具体化するため、居住誘導区域及び都市機能誘導区域等で講じる施策を整理します。 

都市機能 

誘導に 

関する施策 

居住誘導に

関する施策 

【誘導方針】2－1 緩やかな居住の誘導 

施策 ◇届出制度等に基づく居住誘導区域内への緩やかな誘導 

対象箇所 居住誘導区域外 

【誘導方針】2－2 良好でゆとりある新たな住環境の形成 

施策 ◇移住・定住人口の増加に向けた全世代が望む住環境の整備 

対象箇所 居住誘導区域 

【誘導方針】2－3 誰もが住みたくなる住環境の形成 

施策 
◇住宅団地等の有効活用の推進及び整備 
◇安全安心で良好な住環境の確保 

対象箇所 居住誘導区域 

 
【誘導方針】3－1 広域幹線公共交通及び地域内幹線公共交通の強化 

施策 ◇主要幹線道路における公共交通の機能強化 
◇地域内幹線道路における公共交通の充実 

対象箇所 市内全域 

【誘導方針】3－2 交通結節点の機能強化 

施策 
◇多様なモビリティをつなぐシームレスな乗継の実現 
◇待合環境の向上 
◇周辺歩行環境の整備 

対象箇所 市内全域 

【誘導方針】3－3 暮らしを支える公共交通の充実  

施策 ◇新たな交通サービスの構築による移動手段の確保 
◇自ら移動することが困難な移動制約者に対する交通サービスの構築 

対象箇所 市内全域 

 

公共交通に 

関する施策 

【誘導方針】１－1 中心拠点周辺への都市機能の誘導 

施策 ◇行政の中核機能が集積する中心拠点への多様な都市機能の誘導 

対象箇所 中心拠点 

【誘導方針】１－2 広域拠点周辺への都市機能の誘導 

施策 ◇広域拠点であるモノレール駅周辺の集客力を高める都市機能の誘導 

対象箇所 広域拠点（てだこ浦西駅周辺、浦添前田駅周辺、経塚駅周辺） 

【誘導方針】１－3 地域生活拠点周辺への都市機能の誘導 

施策 
◇地域生活拠点における生活利便性の向上に資する日常生活に必要な都市機能

の誘導 

対象箇所 
地域生活拠点（牧港バス停、学園通り交差点、小湾バス停、総領事館前バス停、経
塚バス停周辺） 

【誘導方針】１－4 都市軸への都市機能の誘導 

施策 ◇市街地を支える軸幹線の生活利便性の充実に資する都市機能の誘導 

対象箇所 商業ゾーン（浦添都市軸沿線、国道５８号等沿線、パイプライン線等沿線） 
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誘導施策 



10 

 

 

  

視
点 

方
向
性 

分類 
取組施策 実施主体 

スケジュール 
土
砂 

洪
水 

津
波 

高
潮 

短
期 

 中
期 

長
期 

リ
ス
ク
の 

回
避 

危
険
回
避 

●  ●  
居住誘導区域等の災害リスクが低いエリアへの 

緩やかな立地誘導 

市・住民・ 

事業者 
   

リ
ス
ク
の
低
減
（
ハ
ー
ド
） 

イ
ン
フ
ラ
整
備
等 

  ● ● 海岸保全施設の一体的な施設整備 市    

 ● ● ● 
治水・利水機能の向上のための計画的な河川・雨

水排水施設・海岸等の維持管理、改修及び整備 
県・市    

●    土砂災害対策工事の実施 県    

●    斜面地等の崩壊対策と緑地の整備・保全 県・市    

● ● ● ● 緊急輸送道路ネットワークの整備 県・市    

● ● ● ● 緊急輸送道路、輸送拠点に関する整備推進 県・市    

● ● ● ● 道路の多重性・代替性の整備 県・市    

● ● ● ● 避難所となる施設の防災機能強化・充実 県・市    

リ
ス
ク
の
低
減
（
ソ
フ
ト
） 

避
難
・防
災
体
制
の
充
実
等 

● ● ● ● 災害に関する迅速な情報伝達体制の確保及び整備 市・住民    

  ● ● 津波避難ビルの指定促進 市    

  ●  津波監視警戒体制の整備 市    

  ●  津波防災教育の推進 
市・住民・ 

事業者 
   

● ● ● ● 
地理に不安な者にもわかりやすい避難誘導サイン等
の設置 

市・事業者    

 ● ● ● 河川・雨水排水施設・海岸等の危険箇所の調査 市    

● ● ● ● 自主防災組織等の協力体制の整備促進 
市・住民・ 
事業者 

   

● ● ● ● 避難訓練及び防災訓練の実施 
市・住民・ 

事業者 
   

● ● ● ● 
警戒レベルに合わせた避難行動に関する理解の 

促進 

市・住民・ 

事業者 
   

● ● ● ● 避難行動要支援者名簿の作成 市    

● ● ● ● 避難行動要支援者に係る個別避難計画の作成 市    

● ● ● ● 危険箇所の周知と防災意識の高揚 
市・住民・ 

事業者 
   

● ● ● ● 災害時を想定した官民連携体制の充実 市・事業者    

● ● ● ● 災害用備蓄等の推進 
県・市・住民・ 

事業者 
   

● ● ● ● 重要道路啓開体制の整備と資機材の確保 
県・市・ 

事業者 
   

● ● ● ● 要配慮者等への対応や支援策の充実 市    

● ● ● ● 防災用施設の整備や案内板の設置等 市    

● ● ● ● 
観光関連施設における帰宅困難者への避難支援 
体制の整備 

市・事業者    

● ● ● ● エネルギー供給ラインの安全性確保の推進 市・事業者    

● ● ● ● 外国人等に対する防災の普及啓発 
市・住民・ 

事業者 
   

都市計画区域全域及び居住誘導区域内における災害リスクについて評価し、その上で必要となる防災・減災に

資する取組について整理します。 

07 防災指針 

※短期で取り組む施策は、その後も継続的に実施していく。 
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居住誘導区域に関する届出制度 

都市再生特別措置法第８８条第１項の規定に基づき、居住誘導区域外で住宅を含む開発行為及び建築等行為

を行おうとする場合は、行為に着手する日の３０日前までに市長への届出が必要です。 

08 届出制度 

【届出の対象】 

開発行為 
① ３戸以上の住宅の建築目的の開発

行為 

② １戸又は２戸の住宅の建築目的の

開発行為で、その規模が1,000㎡

以上のもの 

③ 住宅以外で、人の居住の用に供す

る建築物として条例で定めたものの

建築目的で行う開発行為（例えば、

寄宿舎や有料老人ホーム等） 

建築等行為 
① ３戸以上の住宅を新築しようとする

場合 

② 人の居住の用に供する建築物とし

て条例で定めたものを新築しようと

する場合（例えば、寄宿舎や有料

老人ホーム等） 

③ 建築物を改築し、又は建築物の用

途を変更して住宅等（①、②）とす

る場合 

 

都市機能誘導区域に関する届出制度 

都市再⽣特別措置法第１０８条第１項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を含む開発⾏為や開

発行為以外を⾏おうとする場合は、⾏為に着⼿する⽇の３０⽇前までに市長へ届出が必要です。 

また、都市再生特別措置法第１０８条の２第１項の規定に基づき、既にある都市機能誘導区域内の誘導施設を休

止または廃止しようとする場合には、行為に着手する３０日前までに市長へ届出が必要です。 

 

【届出の対象例】 

※国土交通省「立地適正化計画の手引き」参照 

開発行為 
〇誘導施設を有する建築物の建築目的

の開発行為を行おうとする場合 

開発行為以外 
① 誘導施設を有する建築物を新築し

ようとする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する

建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し誘導施設

を有する建築物とする場合 

 

【届出の対象】 【届出の対象例（誘導施設に病院を設定する場合）】 

※国土交通省「立地適正化計画の手引き」参照 
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